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○福島県特定非営利活動促進法施行細則 

平成十年十一月十日 

福島県規則第九十四号 

改正 平成一四年三月二九日規則第七二号 

平成一五年三月二八日規則第三一号 

平成一六年一二月二四日規則第八六号 

平成一八年三月三一日規則第四六号 

平成二〇年三月三一日規則第六四号 

平成二〇年一一月二八日規則第九七号 

平成二一年三月二四日規則第一五号 

平成二四年三月二七日規則第二七号 

平成二九年三月一七日規則第一四号 

令和三年三月三〇日規則第二八号 

令和三年六月八日規則第五七号 

令和五年三月一七日規則第八号 

福島県特定非営利活動促進法施行細則をここに公布する。 

福島県特定非営利活動促進法施行細則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号。以下「法」という。）

及び福島県特定非営利活動促進法施行条例（平成十年福島県条例第五十一号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設立認証申請書等） 

第二条 法第十条第一項の申請書は、設立認証申請書（様式第一号）とする。 

２ 電子情報処理組織（福島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平

成十五年条例第九十四号）第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第三十二条

において同じ。）を使用する方法により手続を行う場合であって、次の各号のいずれかに

該当するときは、条例第二条第三項第一号に掲げる書面については、前項の申請書に添付

を要しないものとする。 

一 知事が、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の十一第一項の規

定（同法別表第三の一の五の項に係る部分に限る。）により役員に係る機構保存本人確

認情報（同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。）の提供を受ける
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とき。 

二 知事が、住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定（同法別表第五の一の五の項に

係る部分に限る。）により役員に係る都道府県知事保存本人確認情報（同法第三十条の

八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。）を利用するとき。 

（令五規則八・一部改正） 

（公表及び縦覧） 

第三条 法第十条第二項（法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項で準用する場合を含

む。）の公表又は公衆の縦覧は、インターネットを利用する方法により行うものとする。 

（平一四規則七二・平一五規則三一・平一八規則四六・平二〇規則六四・平二九規

則一四・令五規則八・一部改正） 

（補正） 

第四条 法第十条第四項（法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項において準用する場

合を含む。）の規定による補正は、補正書（様式第二号）により行うものとする。 

（平二四規則二七・追加、令三規則五七・一部改正） 

（設立登記完了届出書） 

第五条 条例第四条第一項の届出書は、設立登記完了届出書（様式第三号）とする。 

（平二四規則二七・旧第四条繰下・一部改正） 

（役員変更等届出書等） 

第六条 条例第五条第一項（条例第二十九条において準用する場合を含む。）の届出書は、

役員変更等届出書（様式第四号）とする。 

２ 第二条第二項の規定は、前項の届出書に添付する条例第二条第三項第一号に掲げる書面

に準用する。 

（平二四規則二七・旧第五条繰下・一部改正、令五規則八・一部改正） 

（定款変更認証申請書） 

第七条 法第二十五条第四項の申請書は、定款変更認証申請書（様式第五号）とする。 

（平二四規則二七・旧第六条繰下・一部改正） 

（定款変更届出書） 

第八条 条例第七条第一項及び第二十一条第一項（条例第二十九条において準用する場合を

含む。）の届出書は、定款変更届出書（様式第六号）とする。 

（平二四規則二七・旧第七条繰下・一部改正） 

（定款変更登記事項証明書提出書） 
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第九条 条例第八条第一項（条例第二十九条において準用する場合を含む。）の提出書は、

定款変更登記事項証明書提出書（様式第七号）とする。 

（平二四規則二七・追加） 

（事業報告書等提出書） 

第十条 条例第十条第一項及び第二十二条第一項（条例第二十九条において準用する場合を

含む。）の提出書は、事業報告書等提出書（様式第八号）とする。 

（平二四規則二七・追加） 

（事業報告書等及び役員報酬規程等の公開） 

第十一条 条例第十一条第一項（条例第二十七条（条例第二十九条において準用する場合を

含む。）において準用する場合を含む。）の規則で定める場所は、企画調整部文化スポー

ツ局文化振興課とする。 

２ 条例第十一条第二項（条例第二十七条（条例第二十九条において準用する場合を含む。）

において準用する場合を含む。）の請求書は、閲覧又は謄写請求書（様式第九号）とする。 

（平一四規則七二・平一五規則三一・平一八規則四六・平二〇規則六四・一部改正、

平二四規則二七・旧第八条繰下・一部改正） 

（費用負担） 

第十二条 条例第十二条（条例第二十七条（条例第二十九条において準用する場合を含む。）

において準用する場合を含む。）の知事が定める額は、別表のとおりとする。 

（平二四規則二七・追加） 

（解散認定申請書） 

第十三条 条例第十三条の申請書は、解散認定申請書（様式第十号）とする。 

（平二四規則二七・旧第九条繰下・一部改正） 

（解散届出書） 

第十四条 条例第十四条第一項の届出書は、解散届出書（様式第十一号）とする。 

（平二四規則二七・旧第十条繰下・一部改正） 

（清算人就任届出書） 

第十五条 条例第十四条第二項の届出書は、清算人就任届出書（様式第十二号）とする。 

（平二〇規則九七・一部改正、平二四規則二七・旧第十一条繰下・一部改正） 

（残余財産譲渡認証申請書） 

第十六条 条例第十五条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書（様式第十三号）とする。 

（平二四規則二七・旧第十二条繰下・一部改正） 
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（清算結了届出書） 

第十七条 条例第十六条の届出書は、清算結了届出書（様式第十四号）とする。 

（平二四規則二七・旧第十三条繰下・一部改正） 

（合併認証申請書等） 

第十八条 法第三十四条第四項の申請書は、合併認証申請書（様式第十五号）とする。 

２ 第二条第二項の規定は、前項の申請書に添付する条例第二条第三項第一号に掲げる書面

に準用する。 

（平二四規則二七・旧第十四条繰下・一部改正、令五規則八・一部改正） 

（合併登記完了届出書） 

第十九条 条例第十八条において準用する条例第四条第一項の届出書は、合併登記完了届出

書（様式第十六号）とする。 

（平二四規則二七・旧第十五条繰下・一部改正） 

（身分証明書） 

第二十条 法第四十一条第三項（法第六十四条第七項において準用する場合を含む。）の証

明書は、様式第十七号のとおりとする。 

（平二四規則二七・旧第十六条繰下・一部改正） 

（認定特定非営利活動法人認定申請書） 

第二十一条 法第四十四条第二項の申請書は、認定特定非営利活動法人認定申請書（様式第

十八号）とする。 

（平二四規則二七・追加） 

（認定特定非営利活動法人認定有効期間更新申請書） 

第二十二条 法第五十一条第五項において準用する法第四十四条第二項の申請書は、認定特

定非営利活動法人認定有効期間更新申請書（様式第十九号）とする。 

（平二四規則二七・追加） 

（認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）定款変更認証提出書） 

第二十三条 条例第二十三条第一項（条例第二十九条において準用する場合を含む。）の提

出書は、認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）定款変更認証提出書（様

式第二十号）とする。 

（平二四規則二七・追加、平二九規則一四・一部改正） 

（認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）代表者変更届） 

第二十四条 条例第二十四条（条例第二十九条において準用する場合を含む。）の届出書は、
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認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）代表者変更届（様式第二十一号）

とする。 

（平二四規則二七・追加、平二九規則一四・一部改正） 

（認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）役員報酬規程等提出書） 

第二十五条 条例第二十六条第一項（条例第二十九条において準用する場合を含む。）の提

出書は、認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）役員報酬規程等提出書

（様式第二十二号）とする。 

（平二四規則二七・追加、平二九規則一四・一部改正） 

（認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）助成金支給概要提出書） 

第二十六条 条例第二十六条第三項（条例第二十九条において準用する場合を含む。）の提

出書は、助成金の支給を行った場合にあっては認定特定非営利活動法人（特例認定特定非

営利活動法人）助成金支給概要提出書（様式第二十三号）とする。 

（平二四規則二七・追加、平二九規則一四・一部改正） 

（特例認定特定非営利活動法人特例認定申請書） 

第二十七条 法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第二項の申請書は、特例認

定特定非営利活動法人特例認定申請書（様式第二十四号）とする。 

（平二四規則二七・追加、平二九規則一四・一部改正） 

（認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）合併認定申請書） 

第二十八条 法第六十三条第五項において準用する法第四十四条第二項及び法第六十三条

第五項において準用する法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第二項の申

請書は、認定特定非営利活動法人（特例認定特定非営利活動法人）合併認定申請書（様式

第二十五号）とする。 

（平二四規則二七・追加、平二九規則一四・一部改正） 

（電磁的記録の保存の方法） 

第二十九条 条例第三十三条第二項の規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とす

る。 

一 作成された電磁的記録を、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人又は特例認

定特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス

ク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して

おくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製するファイルに

より保存する方法 
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二 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により

読みとってできた電磁的記録を特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人又は特例

認定特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディ

スクをもって調製するファイルにより保存する方法 

（平二一規則一五・追加、平二四規則二七・旧第十八条繰下・一部改正、平二九規

則一四・一部改正） 

（電磁的記録の作成の方法） 

第三十条 条例第三十四条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人、認定特定非

営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。 

（平二一規則一五・追加、平二四規則二七・旧第十九条繰下・一部改正、平二九規

則一四・一部改正） 

（電磁的記録による閲覧の方法） 

第三十一条 条例第三十五条第二項の規則で定める方法は、当該事項を特定非営利活動法人、

認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算

機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類による方法とする。 

（平二一規則一五・追加、平二四規則二七・旧第二十条繰下・一部改正、平二九規

則一四・一部改正） 

（電子申請に係る様式の特例） 

第三十二条 電子情報処理組織を使用する方法により手続を行う場合は、この規則に規定す

る様式にかかわらず、知事が別に定める様式によることができる。 

（令五規則八・追加） 

附 則 

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。 

別表（第十二条関係） 

（平二四規則二七・追加） 

区分 金額 

一 複写機による写しの交付   

ア 複写機（乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機

を除く。）による写しの交付（日本工業規格A列三番以

下の大きさの用紙によるものに限る。） 

一枚につき十円 



7/37 

イ カラー複写機（乾式間接静電式のものに限る。）によ

る写しの交付（日本工業規格A列三番以下の大きさの用

紙によるものに限る。） 

一枚につき三十円 

二 一以外の方法による写しの交付 当該写しの作成に要する費用 

三 公文書の写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する費用

に相当する額 

備考 一の項ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚とし

て額を算定する。 
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附 則（平成一四年規則第七二号） 

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成一五年規則第三一号） 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

附 則（平成一六年規則第八六号） 

１ この規則は、平成十七年一月一日から施行する。 

２ 破産法（平成十六年法律第七十五号）附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる同法の施行前にされた破産の申立て又は同法の施行前に職権でされた破

産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県建築士法施行細則、母子及び寡

婦福祉資金の貸付けに関する規則、福島県特定非営利活動促進法施行細則、福島県水産業

協同組合法施行細則及び福島県農業協同組合法施行細則に定める様式による用紙は、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則（平成一八年規則第四六号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第六四号）抄 

１ この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第九七号） 

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 

附 則（平成二一年規則第一五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二四年規則第二七号） 

１ この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の福島県特定非営利活動促進法施行細則（以下「改正前

の規則」という。）の規定に基づき提出されている届出書は、改正後の福島県特定非営利

活動促進法施行細則の規定に基づき提出された届出書とみなす。 

３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則（平成二九年規則第一四号） 

１ この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県特定非営利活動促進法施行細
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則（以下「改正前の規則」という。）様式第九号による請求書並びに様式第十八号、様式

第二十五号及び様式第二十六号による申請書は、改正後の福島県特定非営利活動促進法施

行細則様式第九号による請求書並びに様式第十八号、様式第二十四号及び様式第二十五号

による申請書とみなす。 

３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則（令和三年規則第二八号） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出等された申請書等は、そ

れぞれ改正後の各規則の規定に基づいて提出等された申請書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その

他の用紙は、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和三年規則第五七号） 

１ この規則は、令和三年六月九日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県特定非営利活動促進法施行細

則（以下「改正前の規則」という。）様式第一号から様式第十六号及び様式第十八号から

様式第二十五号までの規定による申請書等は、改正後の福島県特定非営利活動促進法施行

細則様式第一号から様式第十六号及び様式第十八号から様式第二十五号までの規定によ

る申請書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所要

の調整をして使用することができる。 

附 則（令和五年規則第八号） 

この規則は、令和五年四月一日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

（平24規則27・令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第２号（第４条関係） 

（平24規則27・追加、令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第３号（第５条関係） 

（平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第２号繰下・一部改正、令３規則

57・一部改正） 

様式第４号（第６条関係） 

（平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第３号繰下・一部改正、令３規則

57・一部改正） 

様式第５号（第７条関係） 

（平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第４号繰下・一部改正、令３規則

28・令３規則57・一部改正） 

様式第６号（第８条関係） 

（平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第５号繰下・一部改正、令３規則

57・一部改正） 

様式第７号（第９条関係） 

（平24規則27・追加、令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第８号（第10条関係） 

（平24規則27・追加、令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第９号（第11条関係） 

（平24規則27・追加、平29規則14・令３規則57・一部改正） 

様式第10号（第13条関係） 

（平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第６号繰下・一部改正、令３規則

28・令３規則57・一部改正） 

様式第11号（第14条関係） 

（平15規則31・平16規則86・一部改正、平24規則27・旧様式第７号繰下・一部改

正、令３規則57・一部改正） 

様式第12号（第15条関係） 

（平15規則31・平20規則97・一部改正、平24規則27・旧様式第８号繰下・一部改

正、令３規則57・一部改正） 
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様式第13号（第16条関係） 

（平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第９号繰下・一部改正、令３規則

28・令３規則57・一部改正） 

様式第14号（第17条関係） 

（平15規則31・平20規則97・一部改正、平24規則27・旧様式第10号繰下・一部改

正、令３規則57・一部改正） 

様式第15号（第18条関係） 

（平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第11号繰下・一部改正、令３規則

28・令３規則57・一部改正） 

様式第16号（第19条関係） 

（平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第12号繰下・一部改正、令３規則

57・一部改正） 

様式第17号（第20条関係） 

（平24規則27・旧様式第13号繰下・一部改正、平29規則14・一部改正） 

様式第18号（第21条関係） 

（平24規則27・追加、平29規則14・令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第19号（第22条関係） 

（平24規則27・追加、令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第20号（第23条関係） 

（平24規則27・追加、平29規則14・令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第21号（第24条関係） 

（平24規則27・追加、平29規則14・令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第22号（第25条関係） 

（平24規則27・追加、平29規則14・令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第23号（第26条関係） 

（平24規則27・追加、平29規則14・令３規則28・令３規則57・一部改正） 

様式第24号（第27条関係） 

（平24規則27・追加、平29規則14・旧様式第25号繰上・一部改正、令３規則28・

令３規則57・一部改正） 

様式第25号（第28条関係） 

（平24規則27・追加、平29規則14・旧様式第26号繰上・一部改正、令３規則28・
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令３規則57・一部改正） 

 


